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Ⅰ はじめに 

  兵庫県では、安全で快適な暮らしを実現するため、平成 18 年４月に「地域安全まちづ

くり条例」を施行しました。 

  この条例に基づき、地域安全まちづくり活動を着実に進めるための施策を総合的・計

画的に実施する「地域安全まちづくり推進計画」（第１期～第６期、各３カ年計画）を策

定し、住民や事業者の皆さんによる防犯活動をはじめ、地域の様々な主体が展開する取

組を支援してきました。 

  刑法犯認知件数は、平成 14 年の 16.4 万件をピークに減少が続いていましたが、令和

４年以降増加に転じています。特殊詐欺や SNS 型投資・ロマンス詐欺が急増するなど、

手口が巧妙化するとともに、SNS 等を通じた緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集

団「匿名・流動型犯罪グループ」による犯行や、安易な気持ちで闇バイトに手を出し、

犯行から抜け出せなくなるケースが生じるなど、犯罪傾向が複雑多様化しています。性

犯罪や、子どもが犯罪に巻き込まれる事案も後を絶ちません。地域の活動を支える防犯

グループや地域安全まちづくり推進員などの担い手確保も大きな課題です。 

  これらの犯罪情勢の変化等に的確に対応するには、人と人､人と地域のきずなを強め、

地域全体で犯罪を防ぐための取組をはじめ、DX の推進による効果的な防犯対策や、犯罪

への加担を防ぐ対策など、地域の安全・安心を守る施策を総合的かつ効果的に推進する

必要があります。 

  このため、第７期地域安全まちづくり推進計画（令和７～９年度）を策定し、地域防

犯力の向上や見守り活動の実践、詐欺被害の防止等に取り組むとともに、犯罪被害者等

支援や再犯防止についても関係機関との連携のもと積極的に進め、年齢、性別、障害の

有無、国籍などに関わりなく、誰もが安全で安心して暮らせる兵庫の実現を目指します。 

 

 （これまでの計画） 

  第１期：平成 19～21 年度   第２期：平成 22～24 年度   第３期：平成 25～27 年度 

  第４期：平成 28～30 年度   第５期：令和元～３年度    第６期：令和４～６年度 
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Ⅱ 第７期推進計画の基本的枠組 
 
１ 位置づけ 
  地域安全まちづくり条例第 12 条に基づき、地域安全まちづくり活動を支援するための
施策を総合的かつ計画的に実施するため、第７期推進計画を策定します。 

  また、県政の基本方針である「ひょうごビジョン 2050」に掲げる「みんなが生きやす
い地域」を目指すための実行プログラムに位置づけるとともに、SDGs の考え方等との整
合性を図ります。 
また、人と人､人と地域のきずなを強める取組は、安全安心なまちづくりだけでなく、

地域住民一人ひとりの暮らしや生きがいづくり、孤立を生まない社会づくりなど、県政
の推進に不可欠な要素であることから、他分野の県計画を所管する関係部署と緊密に連
携し、着実に取組を実行します。 

 
２ 基本理念 
  第１期推進計画からの基本理念を継続し､人と人､人と地域のきずなを強め、地域社会
の力を基本として、安全に安心して暮らすことができる「誰も取り残さない」持続可能
な兵庫の実現を目指します。 

 
３ 計画期間 
  令和７年度～令和９年度（３カ年） 
 
４ 基本的方向 
（１）地域安全まちづくり活動の支援 

犯罪情勢や防犯活動に関する情報を共有し、見守り力の向上、地域安全への意識
高揚・普及啓発を図るとともに、地域防犯の新たな担い手確保や活動支援など、地
域全体が継続的かつ安定して活動できる環境を整備します。 

 
（２）防犯に配慮した環境整備の支援 

防犯パトロールなどのソフト面だけでなく、地域防犯力の要となる防犯カメラの
整備をはじめ、建物や設備等における防犯上の配慮について、DX の活用も踏まえな
がら対策を推進します。 

 
 （３）変化する犯罪への対応 
    SNS 等を通じた闇バイトによる被害の発生や、特殊詐欺被害、SNS 型投資・ロマン

ス詐欺被害が増加する中、被害者はもちろん、新たな加害者も生み出さないよう、
情報発信等に取り組みます。 

 
５ 犯罪被害者等支援計画・再犯防止推進計画 

犯罪被害者等支援について、機運の高まりを受け、令和５年３月に単独条例を制
定し、令和６年３月には、条例の理念を具体化した支援計画を策定しました。今後
は、同計画に基づき、経済的負担の軽減、二次被害への配慮、途切れない支援など、
犯罪被害者等に寄り添った支援に取り組みます。 

    再犯防止については、国の第二次再犯防止推進計画に基づき、令和５年７月に単
独計画を策定しました。今後は、同計画に基づき、関係機関と連携して再犯防止の
取組を進めます。また、就業・住居の確保、満期出所者への支援など、犯罪をした
人の再出発を後押しするとともに、社会の一員として受け入れるための周囲の理解
促進を図ります。 

    いずれの取組も、「誰もが安全で安心して暮らせる兵庫の実現」に向けて、不可欠
な要素であることから、引き続き、地域安全まちづくり活動との両輪により、安全
安心な兵庫を目指します。 
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Ⅲ 県内の地域安全を取り巻く状況 

 

１ 社会情勢等 

（１）人口・高齢化率 

兵庫県の人口は、少子化の進展などにより、平成 21 年の約 560 万人をピークに減

少に転じており、令和６年の 65 歳以上の人口は 29.5%と高齢化に歯止めがかからな

い状況です。 

    地域防犯の担い手も高齢化等に伴い、活動の継続が難しくなりつつあります。 

 

【兵庫県の人口・高齢化率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高齢者保健福祉関係資料（兵庫県）） 

 

（２）新型コロナウイルスの影響 

令和２年１月に国内初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は、令和

５年５月に５類感染症に移行し、３年余り続いた行動制限等のコロナ対策は大きな

転換点を迎えました。しかし、多くの人数が集まる行事等の回避など、私たちのラ

イフスタイルや考え方に大きな影響を与えたことから、人と人とのつながりを前提

とする地域活動がコロナ禍前と同様に行われるかは不透明です。 

一方で、人流が戻ることに伴い、街頭犯罪等のリスクも上昇します。犯罪件数が、

コロナ禍前の水準を超えないよう、注視が必要です。 

 

   【５類感染症への移行による主な影響】 

項 目 影 響 

待期期間（原則） なし 

療養期間 なし 

緊急事態宣言 発令できない 

外出自粛要請 できない 

イベント 収容率等の制限撤廃 

5,598 

5,392 
5,359 

21.2

29.3
29.5
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5,000
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H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人口（千人） 高齢化率（%）
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（３）地域のつながり 

地域の異なる世代の人とのつきあいがある人、頼りになる知人や親戚などが近所

にいる人が減少傾向にあるなど、地域のつながりの希薄化が懸念されます。 

 

【地域の異なる世代の人とのつきあいがある人の割合（％）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【頼りになる知人や親戚などが近所にいる人の割合（％）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査（兵庫県）） 
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（４）刑法犯認知件数 

刑法犯認知件数は、平成 14 年の 164,445 件をピークに、19 年連続で減少してい

たものの、令和４年、令和５年と２年連続で増加しています。 

自転車盗等の窃盗犯や、特殊詐欺等の知能犯の増加が顕著です。近年、闇バイト

を通じて実行役を募り、個人宅などに押し入る強盗事件や SNS による投資詐欺等も

発生しています。 

 

【刑法犯認知件数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H14 

（ピーク） 
R4 R5 

R4→R5 
増減数 

凶悪犯 
殺人、強盗、放火、不同意性交等 

494 264 298 34 

粗暴犯 
暴行、傷害、脅迫、恐喝等 

4,227 3,708 4,250 542 

窃盗犯 
侵入盗、乗物盗等 

132,790 20,225 22,743 2,518 

知能犯 
詐欺、横領、偽造等 

2,312 2,920 3,559 639 

風俗犯 
賭博、不同意わいせつ等 

547 464 794 330 

その他の刑法犯 24,075 5,437 5,623 186 

合 計 164,445 33,018 37,267 4,249 

（兵庫県警察本部調べ） 
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（５）特殊詐欺被害等 

令和６年の特殊詐欺被害は、認知件数 1,445 件、被害額 31.9 億円と、いずれも過

去最多を更新しました。被害に歯止めをかけるため、対策の強化が必要です。被害

者のうち、60 代以上が全体の約８割を占めています。 

手口別では、「オレオレ詐欺」、「架空料金請求詐欺」、「還付金詐欺」の被害が多く、

これらの手口が全体の約８割を占めています。 

 

【特殊詐欺被害認知件数・被害額の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手口等 R1 R2 R3 R4 R5 R6 
R5→R6 
増減数 

オレオレ詐欺 68 44 32 61 86 244 158 

預貯金詐欺 246 348 69 58 94 143 49 

架空料金請求詐欺 171 217 305 410 511 425 -86 

還付金詐欺 27 315 321 394 355 456 101 

その他の特殊詐欺 8 8 9 12 14 52 38 

キャッシュカード詐欺盗 138 95 123 139 164 125 -39 

合 計 658 1,027 859 1,074 1,224 1,445 221 

被害額（億円） 11.0 16.9 12.0 19.1 21.9 31.9 10.0 

（兵庫県警察本部調べ） 
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また、最近の傾向として、SNS による投資勧誘や、恋愛感情を抱かせたりすること

による詐欺被害が急増しています。巧妙な手口で一度だまされると詐欺と気づくま

で何度も金銭を要求され、被害金額が高額になるおそれもあります。 

 

【SNS 型投資・ロマンス詐欺認知件数、被害額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（兵庫県警察本部調べ） 

 

【県内の SNS 型投資・ロマンス詐欺の例】 

手 口 被害者 被害額 被害内容 

投資詐欺 60 代 約１億円 
SNS で著名投資家を名乗る者から、「一部の人だけが購入

できる投資ファンド商品がある」等と勧誘を受け、指定口

座に複数回振り込まされた。 

ロマンス 

詐欺 
40 代 約 2,800 万円 

SNS で人気バンドメンバー男性を名乗る者と知り合い、

「個人情報が盗まれ、あなたとのやりとりをネットにさら

すと脅されている。和解金の関係で助けてほしい」等と言

われ、指定口座に複数回振り込まされた。 

 

【R6 特殊詐欺、SNS 型投資・ロマンス詐欺被害者年代別構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（兵庫県警察本部調べ） 
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 （６）性犯罪被害 

同意のない性的行為は処罰されることを明確化するため、令和５年７月の刑法改

正により、それまでの強制性交等罪・強制わいせつ罪から、不同意性交等罪・不同

意わいせつ罪に変更となりました。相手が明確に同意する意思を示さずに性交に及

んだ場合にも広く適用されるなど、犯罪成立要件が拡大し、それに伴い、令和５年

の被害者数は大きく増加しています。性犯罪は、被害者が子ども、加害者が近親者

であるなど、被害が潜在化しやすく、性別に関わりなく被害に遭う可能性があります。 

関係機関で連携しながら、被害防止や、被害を潜在化させない取組が必要です。 

 

【不同意性交等・不同意わいせつ被害者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和５年７月 12日以前は、強制性交等・強制わいせつ 等の被害者数 

 

   H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

不同意性交等 

（強制性交等・強姦） 

被害者 

男性 0 0 1 0 5 1 4 5 6 

女性 65 52 51 88 84 62 85 104 133 

計 65 52 52 88 89 63 89 109 139 

不同意わいせつ 

（強制わいせつ） 

被害者 

男性 12 10 14 18 16 11 15 14 13 

女性 385 309 346 289 322 273 254 263 412 

計 397 319 360 307 338 284 269 277 425 

合 計 

男性 12 10 15 18 21 12 19 19 19 

女性 450 361 397 377 406 335 339 367 545 

計 462 371 412 395 427 347 358 386 564 

（兵庫県警察本部調べ） 
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（７）子ども（20 歳未満）に対する声かけ・つきまとい等 

凶悪犯罪や性犯罪の前兆ともみられる子どもに対する声かけ等事案の発生件数は、

2,000 件前後で推移しています。 

新型コロナウイルス感染症が令和５年５月に５類感染症に移行し、人流が戻りつ

つある中、引き続き警戒が必要です。 

 

【子どもに対する声かけ等事案件数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 
H27 
→R5 

声かけ 659 603 616 649 595 554 679 617 552 -107 

つきまとい 296 258 256 289 253 188 265 265 221 -75 

露 出 373 334 289 206 193 133 139 121 128 -245 

不審者 259 321 332 426 372 282 254 241 252 -7 

撮影行為 147 127 154 225 251 240 318 304 292 145 

その他 900 773 802 671 693 551 658 650 626 -274 

合 計 2,634 2,416 2,449 2,466 2,357 1,948 2,313 2,198 2,071 -563 

増 減  -8.3% 1.4% 0.7% -4.4% -17.4% 18.7% -5.0% -5.8% -21.4% 

 

（参考） 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 
H27 
→R5 

20 歳未満人口 1,022,856 1,013,972 1,002,840 990,790 975,913 960,449 943,060 926,041 909,635 -113,221 

増 減  -7.5% 2.5% 1.9% -3.0% -16.0% 20.9% -3.2% -4.1% -11.6% 

（件数：兵庫県警察本部調べ） 

（20 歳未満人口：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（各年１月１日現在・総務省）） 
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（８）新たな犯罪グループ・手口への対策 

    近年、SNS や求人サイト等を通じ、仕事の内容を明らかにせずに高額な報酬の支

払いを示唆するなどして犯罪の実行役を募集する「闇バイト」を実行犯とする被害

が増加しています。 

    「匿名・流動型犯罪グループ」と呼ばれる、SNS 等を通じた緩やかな結びつきで離

合集散を繰り返す集団が実行役を募り、特殊詐欺をはじめ、時には強盗など人命を

脅かす重大な犯罪を行うケースが発生しています。 

闇バイトに一度手を出してしまうと、身分証明書や家族の個人情報を送信させら

れ、指示役から脅されて抜け出せずに何度も犯罪に手を貸し、使い捨てられること

もあります。 

    防犯対策の強化と並行して、SNS を活用する若者を中心に闇バイトに加担させな

いための対策が必要です。 

    また、犯行の際に地域の身近な場所が利用されることがあり、防犯活動で注意を

要する箇所の周知等により、防犯意識を向上させ、犯罪抑止等につなげていく必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和６年警察白書） 
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２ 県民の意識等 

 （１）県民の体感治安 

「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査において、「お住まいの地域は、治安が良く、安

心して暮らせると思いますか」という設問に「そう思う」等と回答した人の割合は、第

６期推進計画期間である令和４年度～令和６年度の３カ年平均で 67.6%となり、第５期

推進計画以前の水準より減少傾向にあります。 

 

【「住んでいる地域は治安が良く、安心して暮らせると思う人」の割合（％）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 「そう思う」等の割合 

第５期（R1～R3） 80.6% 

第６期（R4～R6） 67.6% 

 

【地域別割合（％）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査） 

59.7

63.8

72.7

66.7 65.7

57.2

66.9

77.5

73.5
69.7

67.1 67.7

72.7

66.5 66.4
63.2

72.2
68.7

75.8
72.1

50

60

70

80

90

神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路

R5 R6

78.2

81.6 78.1 78.2
79.4

82.8
79.6

70.3

64.5

68.0

50

60

70

80

90

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

ダミー



12 

 

（２）地域防犯活動者の意識 

地域の自主的な防犯活動団体である「まちづくり防犯グループ」や、防犯活動の

リーダー役となる「地域安全まちづくり推進員」により、登下校時の子どもの見守

り活動や防犯パトロール、あいさつ・声かけ運動など各地域の実情に応じた活動が

展開されています。 

まちづくり防犯グループや地域安全まちづくり推進員は、メンバーの高齢化等に

伴い減少傾向にあり、地域の安全を守る担い手の確保や育成が必要です。 

まちづくり防犯グループ等を対象にした、地域の防犯意識等に係るアンケートで

は、居住地域の防犯に関する意識について、約６割の人が「高い」、「やや高い」と

回答されています。 

県民の体感治安とまちづくり防犯グループ等の防犯意識には一定の差があり、住

民への地域の犯罪状況や防犯活動に係る意識啓発、現場の担い手確保、AI 防犯カメ

ラ等の DX を活用した効果的な防犯対策が必要です。 

 

【まちづくり防犯グループ数・地域安全まちづくり推進員数（各年４月１日現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（兵庫県調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,364 2,358 2,353 2,329 
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   ○R5.12 まちづくり防犯グループアンケート（兵庫県） 

    n＝518 

 

【あなたの防犯グループに参加する方は、どの年代の方が一番多いですか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○R6.9～R6.10 まちづくり防犯グループ等アンケート（兵庫県） 

    n＝253 

 

【お住まいの地域は防犯に関する意識が高いと思いますか】 
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38.3%

低い
1.2%
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「高い」、「どちらかといえば高い」と回答された方 

【そのように思われる主な理由は何ですか（複数回答可）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「低い」、「どちらかといえば低い」と回答された方 

【そのように思われる主な理由は何ですか（複数回答可）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域で防犯に関する意識を高めるには、どのような取組が大事だと思いますか（複数回答可）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お住まいの地域防犯力の向上に向けて、県としてどのような取組が大事だと思いますか（複数回答可）】 
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 （３）事業所の防犯活動 

地域安全まちづくり条例では、事業者は事業所ごとに、防犯のための設備の維持

及び管理、従業者に対する防犯に関する指導その他事業所における犯罪を防止する

ための活動を行う者として、防犯責任者を置くよう努めることとしています。 

防犯責任者設置事業所は地域と連携して、「子どもを守る 110 番の店」の設置、防

犯ポスターの掲示等に取り組んでいます。 

地域防犯力の強化に向け、新たな事業所も含めた防犯活動の促進が必要です。 

 

【防犯責任者設置事業所数（各年４月１日現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（兵庫県調べ） 
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Ⅳ 第７期推進計画の目標設定 
 
１ 目標 
  近年の犯罪情勢等を踏まえ、この計画に基づく施策の効果を検証し、適切な評価と今
後の展開につなげていくための目標を設定します。 

 
 
 
 
  刑法犯認知件数は、平成 14 年の 164,445 件をピークに、19 年連続で減少していたも
のの、令和４年、令和５年と２年連続で増加しています。 
地域防犯力を強化し、犯罪被害に巻き込まれない、犯罪が起きないための取組を進め

るとともに、新たな観点として、加害者にならないための啓発等も行いながら、刑法犯
認知件数の増加傾向を抑えることを目標にします。 

 
 
 
 
  刑法犯認知件数が増加している中、特殊詐欺被害が深刻です。相手を信じた者の誠意
や良心につけ込み財産を奪うだけでなく、心にも大きなショックを与える犯罪です。 
また、最近の傾向として、SNS による投資勧誘や、恋愛感情を抱かせたりすることによ

る詐欺被害が急増しています。巧妙な手口で一度だまされると詐欺と気づくまで何度も
金銭を要求され、被害金額が高額になるおそれもあります。 
広報啓発による水際対策の強化等、詐欺被害の防止に取り組み、特殊詐欺、SNS 型投

資・ロマンス詐欺被害の増加傾向を抑えることを目標にします。 
 
 
 
 

性犯罪は、被害者が子ども、加害者が近親者であるなど、被害が潜在化しやすく、性
別に関わりなく被害に遭う可能性があります。 
関係機関で連携しながら、被害防止のための啓発、被害者への適切な支援等に取り組

み、性犯罪被害の発生件数を減少させることを目標にします。 
 
 
 
 

凶悪犯罪や性犯罪の前兆ともみられる子どもに対する声かけ等事案の発生件数は、
2,000 件前後で推移しています。少子化が進む中で、ひょうごの未来を担う子どもたち
が安全に安心して暮らすことができるよう、見守り活動等を実践しながら、声かけ等事
案の発生件数を減少させることを目標にします。 

 
 
 
 
 

「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査において、「お住まいの地域は、治安が良く、安
心して暮らせると思いますか」という設問に「そう思う」等と回答した人の割合は、直
近３カ年平均で 67.6%となり、第５期推進計画以前の水準より減少傾向にあります。 
県民の防犯意識を高める啓発活動等に取り組みながら、安全安心な暮らしに関わる体

感治安の向上を図ります。 
 

目標１ 刑法犯認知件数の増加傾向を抑える 

目標２ 特殊詐欺、SNS 型投資・ロマンス詐欺被害の増加傾向を抑える 

＜参考＞ 「住んでいる地域は治安が良く、安心して暮らせると思う人（体感治安）」

の割合を増加させる 

目標３ 性犯罪被害の発生件数を減少させる 

目標４ 子どもに対する声かけ・つきまとい等事案の発生件数を減少させる 
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２ 目標達成に向けた行動 

  第６期計画で掲げていた８つの行動（アクション８）に基づく取組を継続して実施し

つつ、刑法犯認知件数の増加や特殊詐欺等被害の深刻化という喫緊の課題に柔軟に対応

するため、特に重点的に取り組むべき行動として下記の３項目を設定します。 

  

行動１ 誰もが安全安心な地域をつくる 

 安全に安心して暮らすことができる地域社会を実現するためには、行政の取組だけ

で達成することはできません。「地域の安全は地域自らが守る」という意識を県民一人

ひとりが持ち、被害に遭わないための防犯意識を高めることが必要です。年齢、性別、

障害の有無、国籍等に関わらず、コミュニティを構成する全ての人、機関が連携し、地

域全体で防犯意識を高めるとともに、防犯活動の活性化や新たな担い手確保に向けた

取組を促進します。 

行動２ 犯罪が発生しにくい環境を整備する 

 防犯意識を高める取組とあわせて、効果的な防犯活動を実施するための環境整備も

重要です。プライバシーにも配慮しつつ、DX を活用しながら、防犯カメラの設置等に

よる見守り力の向上や、日常の小さな異変を気軽に相談できる体制の充実、繁華街で

のトラブルの未然防止など、関係機関が一丸となって、犯罪が発生しにくい地域づく

りを目指します。 

行動３ 変化する犯罪から身を守る 

 インターネット等を利用した見えない相手による犯罪から地域を守ります。SNS を

含むインターネットは、私たちの生活やコミュニケーションに欠かせないものとなっ

ている一方、不確かな情報や悪意のある誹謗中傷などトラブルのリスクも含んでいま

す。相手の顔が見えず、直に会ったことがないまま人間関係が構築され、詐欺や性犯

罪などに巻き込まれるケースや、若者が安易に闇バイトに応募し、犯罪に加担してし

まうこともあります。 

犯罪の被害者にも加害者にもならないよう、正しい情報を入手し、それに基づき行

動できるよう広報啓発等に取り組みます。 
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３ 活動指標 

各行動に基づき実施する施策のうち、目標達成に特に寄与し、進行管理が必要な施策

を活動指標として設定します。 

行動 活動指標 
第６期目標

（R6 年度末） 

第７期目標

（R9 年度末） 

 
【参考】 

R2 年度末実績 

【参考】 

R5 年度末実績 

行動１ 

①まちづくり防犯グループの 

結成数 

2,285 

グループ 

1,900 

グループ 

 
2,208 

グループ 

1,874 

グループ 

②防犯責任者設置事業所数 
10,000 

事業所 

9,200 

事業所 

 
9,033 

事業所 

9,117 

事業所 

③子どもの安全・安心確保の 

リーダー養成講座の受講者 

数（累計：H27～） 

12,130 人 14,000 人 

 

8,584 人 11,452 人 

行動２ 

④防犯カメラの設置補助箇所数 

（累計：H22～） 
5,450 カ所 6,200 カ所 

 

3,944 カ所 5,273 カ所 

⑤客引き行為等禁止地区（三宮

北部地域・西宮地域）におけ

る客引き・客待ち数の傾向 

地区指定時 

(H27.10)からの 

減少率△50% 

地区指定時 

（H27.10・R6.5） 

からの 

減少率△50% 

 地区指定時 

(H27.10)からの

減少率△38.0% 

地区指定時 

(H27.10)からの

減少率△38.1% 

⑥｢ひょうご地域安全ＳＯＳキャ 

ッチ電話相談」関係機関引継 

件数（累計：H25～） 

－ 1,700 件 

 

1,235 件 1,474 件 

行動３ 

⑦若年者向け消費者トラブル 

防止講座の開催回数 

（累計:H29～） 

1,200 回 1,700 回 

 

566 回 1,048 回 

⑧18 歳未満の者が利用する携帯 

電話のフィルタリング利用率 

（契約時） 

85.0% 90.0% 

 

78.7% 84.6% 

⑨くらしの安全・安心推進員に 

よる高齢者等への消費者教育 

啓発活動数（累計:H25～） 

12,300 回 19,900 回 

 

8,292 回 13,074 回 

⑩少年院・少年鑑別所における 

闇バイト等防止啓発回数 

（累計：R7～） 

－ 30 回 

 

－ － 

⑪サイバー犯罪被害防止教室の 

開催回数（累計：H26～） 
5,700 回 6,500 回 

 

3,707 回 4,579 回 
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Ⅴ 主体の役割と連携 

 

地域の安全安心を維持するには、自治会、まちづくり防犯グループ、地域安全まちづ

くり推進員、学校、事業者等がそれぞれの役割を果たしながら、地域で一体となって取

組を進めることが重要です。 

県は、市町や県警と連携し、地域の防犯情報の提供、防犯活動や見守り活動を担うリ

ーダーの研修会の開催等を行います。 

 

 【県取組例】 

  犯罪情勢や地域防犯活動事例などを盛り込んだ「防犯活動通信」を作成、まちづくり

防犯グループへの送付等を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひょうご地域安全まちづくり推進協議会】 

  地域団体、事業者団体、行政機関等が協働して、犯罪の防止その他安全で快適な暮ら

しを目指すための県民運動を展開することにより、犯罪のない安全で安心な兵庫を実現

することを目的としています。 

○構成機関・団体 

地域活動団体（自治会、婦人会、子ども会等の県域団体）、学校・青少年関係団体、

報道機関、防犯活動団体、事業者団体、行政、警察 等 

計 110 機関・団体 
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Ⅵ 具体的取組 

具体的な取組として、目標達成に向けた３つの行動に基づき、各施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧18歳未満の者が利用する携帯電話のフィルタリ
　ング利用率

⑨くらしの安全・安心推進員による高齢者等への
　消費者教育啓発活動数

（３）サイバー犯罪の未然防止

⑩少年院・少年鑑別所における闇バイト等防止啓
　発回数

⑪サイバー犯罪被害防止教室の開催回数

⑥｢ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ電話相談」
　関係機関引継件数

（３）相談体制の構築

行動３　変化する犯罪から身を守る （１）特殊詐欺の未然防止

（活動指標）

⑦若年者向け消費者トラブル防止講座の開催回数
（２）闇バイト、ＳＮＳ型投資・
　　　ロマンス詐欺の未然防止

行動２　犯罪が発生しにくい環境を整備する （１）安全安心なまちづくり

（活動指標）

④防犯カメラの設置補助箇所数 （２）繁華街等の環境の浄化

⑤客引き行為等禁止地区（三宮北部地域・西宮地
　域）における客引き・客待ち数の傾向

②防犯責任者設置事業所数

③子どもの安全・安心確保のリーダー養成講座の
　受講者数

（３）高齢者の安全安心

（４）障害者の安全安心

（５）ＤＶ・性犯罪等への対応

行動１　誰もが安全安心な地域をつくる （１）自主防犯活動の推進

（活動指標）

①まちづくり防犯グループの結成数 （２）子どもの安全安心
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行動１ 誰もが安全安心な地域をつくる 

 （１）自主防犯活動の推進 

施策名 内 容 所管部局 

（防犯意識の啓発） 

地域安全まち

づくり推進計

画の普及啓発 

地域安全まちづくり推進計画の基本理念や取組内容

を県民や地域団体、事業者等と共有 
県民生活部 

地域安全まち

づくり活動の

普及啓発 

犯罪の起きにくいまちづくりに有効な取組や先進的

な事例について、地域安全まちづくり関係の会議や

表彰式において紹介 

県民生活部 

交流による活

動の活性化 

地域安全兵庫県民大会や地域安全まちづくり表彰式

等の場を通じて、防犯活動に取り組む団体の交流や

連携を促進 

県民生活部 

消費生活情報

の提供・啓発 

消費者トラブルに関する情報をメールやＸ等で随時

発信するほか、啓発パンフレット等を活用し、県民

向けに相談事例や対処法等の消費生活情報を発信 

県民生活部 

消費者被害に

係る相談体制

の充実 

広域的・専門的な消費生活相談に対応するととも

に、市町相談員への助言を行うチームの設置、弁護

士等の専門家による学習会、レベルアップ研修の実

施等により市町の消費生活相談対応力の充実強化を

推進 

県民生活部 

防犯情報の提

供 

・犯罪・防犯情報を県、県警、ひょうご地域安全ま

ちづくり推進協議会等からわかりやすい形で発信 

・県警では、身近な犯罪・防犯情報を「ひょうご防

犯ネット＋」（アプリ）等でタイムリーに発信 

県民生活部 

警察本部 

防犯教室・講

習会等の開催 

犯罪に遭わないための注意点や地域の異変に気づく

ためのノウハウ等を学ぶ防犯教室や講習会、防犯訓

練等を開催し、防犯リテラシーを向上 

県民生活部 

警察本部 

表彰制度の運

用等による活

動意欲の高揚 

ひょうご地域安全まちづくり活動賞、警察本部長感

謝状、ひょうご県民ボランタリー活動賞等による表

彰や、地域安全まちづくり活動に積極的に取り組む

個人や団体を県ホームページ等で紹介 

県民生活部 

警察本部 

防犯教材の貸

し出し 

防犯教室や講習会等の開催時に、防犯視聴覚教材の

貸し出しを実施 
警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（防犯活動の促進） 

地域安全まち

づくり推進員

の委嘱促進 

・地域安全まちづくり活動の先導や団体間の連携の

リーダーとなる地域安全まちづくり推進員の委嘱

を推進 

・地域安全まちづくり活動に係る知識と行動力を高

める研修を充実し、資質向上を推進 

県民生活部 

地域安全マッ

プの作成促進 

地域の危険箇所を点検する地域安全マップの作成を

支援する等、地域安全の認識共有や防犯活動の活性

化を促進 

県民生活部 

仲間づくりに

役立つ情報の

提供、支援の

実施 

・地域団体からの地域をより良くするための様々な

企画に対して助成する地域づくり活動応援事業の

ほか、ひょうごボランタリー基金を活用して、研修

会や交流会の開催、団体の活動情報誌の発行等、地

域活動の活性化に取り組む団体を支援 

・ひょうごボランタリープラザが運営する地域づく

り活動情報システム「コラボネット」を運用し、

様々な情報発信により活動を支援 

県民生活部 

まちづくり防

犯グループの

活動促進 

県、県警、学校、ＰＴＡ等が連携した研修会、防犯

活動用具等の整備に係る支援等を実施 

県民生活部 

警察本部 

若年世代・現

役世代による

防犯活動の推

進 

大学や事業者等と連携し、若年世代や現役世代の防

犯ボランティア活動にあたってのノウハウの教示、

合同パトロールや防犯キャンペーン等による、活動

者の裾野の拡大やリーダー育成を推進 

県民生活部 

警察本部 

ながら見守り

の普及促進 

・日常活動を行う際に防犯の視点を持って見守りを

行う「ながら見守り」の普及を促進 

・見守り効果を高めるため、ながら見守りの際に、

防犯パトロール中であることを表記した腕章、エ

コバッグ等の携行を推奨 

県民生活部 

警察本部 

地域防災力の

充実・強化 

・災害時等に住民が相互に助け合う「自主防災組

織」の活性化により、地域防災力を充実・強化 

・市町及び地域における防災・福祉関係者間の連携

を深め、個別避難計画の作成促進等、避難行動要

支援者に対する支援を推進 

危機管理部 

みんなの声か

け運動の推進 

障害者や高齢者、妊婦、小さな子ども連れの方等、

だれもがまちなかで困っているときに、みんなが声

をかけて助け合う「みんなの声かけ運動」の啓発に

係る出前講座等を実施 

福祉部 

地域住民によ

る自主防犯活

動の促進 

地域住民と交番・駐在所との架け橋である「地域ふ

れあいの会」の活動を促進するとともに、青色防犯

パトロールへの取組支援や合同パトロール等を実施 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（事業所等との連携） 

事業所におけ

る防犯対策の

推進 

防犯訓練・教育、防犯設備の管理、警察や地域との連

携を行う「事業所防犯責任者」の設置及び事業所等の

防犯対策を促進 

県民生活部 

警察本部 

事業所の地域

防犯活動への

参加促進 

事業所による地域の子どもの見守り活動への参加、

「子どもを守る 110 番の店・車」への協力、通勤中

等のながら見守り活動、研修会や業界団体の機関誌

等を活用した防犯活動の啓発等を推進 

県民生活部 

警察本部 

事業者との連

携による取組

の推進 

金融機関やコンビニなど事業者団体と連携した協議

会や講習会の開催等を通じて、犯罪防止に有効な取

組等を共有 

警察本部 

関係機関・団

体との防犯ネ

ットワークの

構築 

新聞販売店やタクシー業者など街頭で業務に従事す

る機会が多い事業者等と連携し、日常の事業活動に

おけるパトロール及び不審者（物）を発見した場合の

110 番通報の協力依頼を実施するほか、行政、事業者、

地域が連携した取組について、情報交換や意識高揚

を推進 

警察本部 

乗物盗対策の

推進 

（一社）兵庫県自転車防犯登録会、（一財）近畿陸運

協会、（一社）兵庫県二輪車普及安全協会等と連携

し、各種広報媒体の活用による防犯意識の向上等を

推進 

警察本部 
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 （２）子どもの安全安心 

施策名 内 容 所管部局 

（子どもの見守り等） 

子どもの安

全・安心確保

のリーダー養

成 

子どもの効果的な見守り方法等を学ぶ講座を開催

し、子どもの安全・安心を確保するリーダーを養成 
県民生活部 

登下校時にお

ける子どもの

見守り活動の

推進 

まちづくり防犯グループやＰＴＡ等が実施する登下

校時の見守り活動が効果的に行われるよう、地域の

防犯情報の提供や先進事例の紹介等、見守り活動に

役立つ情報を提供 

県民生活部 

地域防犯グル

ープ等との合

同による安全

教育の実践 

子どもと防犯グループ等が合同で、地域安全マップ

を活用した「子どもを守る 110 番の家・店」の位置

や危険箇所の安全点検等を実施 

県民生活部 

子育て応援ネ

ットの推進 

子育て支援団体との連携により、各地域で「子育て

家庭応援推進員」を委嘱し、登下校時の見守りや声

かけ、虐待・育児不安等のサインをキャッチして関

係機関につなぐ活動等を支援 

県民生活部 

子どもの安全

を確保するた

めの活動及び

措置に関する

指針の普及啓

発 

学校や通学路等における子どもの安全を確保するた

めの取組のあり方を示した「子どもの安全を確保す

るための活動及び措置に関する指針」のホームペー

ジへの掲載や会議での説明等により普及啓発を行

い、保護者や地域団体等と連携した子どもの安全確

保の取組を推進 

県民生活部 

福祉部 

教育委員会 

「子どもを守

る 110 番の

家・店・車」

の確保 

子どもが緊急避難場所として逃げ込めるよう、「子

どもを守る 110 番の家・店・車」を地域住民や事業

者等の協力を得て各地域に確保 

県民生活部 

警察本部 

高齢者による

子ども見守り

活動の充実 

元気な高齢者の社会参加を促進し、子育て支援活動

や子どもの見守り活動等、老人クラブが主体となっ

て取り組む安全安心な地域づくりを支援 

福祉部 

学校等での防

犯教室の開催  

・高校や大学、専門学校等の要請に応じて、犯罪の

防止策や護身術の修得を目的とした防犯教室を開

催 

・防犯の心構えや訓練等を学び、指導役を果たす教

員を養成し、各学校での防犯教室を開催 

教育委員会 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（子どもの見守り等） 

子どもの安全

を守る設備等

の効果的運用 

学校と警察を結ぶ「県警ホットライン」を使用した

不審者対応訓練の実施や、緊急情報を学校等に伝え

る「学校緊急通報制度」の運用等を通じ、学校にお

ける安全対策を推進 

警察本部 

子ども等の危

険回避能力の

向上 

子ども等の危険回避能力を高めるため、参加・体験

型の防犯教室や護身術訓練、「子どもを守る 110 番

の家・店」の周知を図るウォークラリーを開催し、

自らを守る術（すべ）を身につけられるよう支援 

警察本部 

（青少年の被害防止等） 

若者の消費者

力向上の推進 

高校生向けの出前講座や（一社）ひょうご大学生支

援機構（ＨＵＳＳＯ）と連携した大学生への消費者

教育、ＳＮＳを通じた啓発等、若者の消費者力向上

を推進 

県民生活部 

青少年の安全

安心なインタ

ーネット利用

の推進 

ＳＮＳによる犯罪被害などのネットトラブルを防止

するため、青少年自身が主体的にインターネット利

用対策について考える取組や、家族でネットの使い

方を話し合う取組を支援 

県民生活部 

青少年のイン

ターネット依

存等防止対策

の推進 

青少年のインターネットの利用に関するルールづく

りへの支援のため、関係業界団体等を通じた啓発

や、ホームページ・デジタルサイネージ等による啓

発、各地域の行事等における啓発を実施する等、ネ

ット依存等から青少年を守る取組を推進 

県民生活部 

教育委員会 

青少年のイン

ターネット利

用による被害

等防止対策の

推進 

青少年愛護条例に基づき、非行防止教室、街頭キャ

ンペーン等において、児童ポルノ自画撮り被害、出

会い系サイトやＳＮＳなどの危険性や情報モラルの

遵守を訴え、ネットリテラシーの向上を図るととも

に、青少年及び保護者に対してスマートフォン等の

フィルタリングの必要性を周知 

県民生活部 

教育委員会 

警察本部 

ＪＫビジネス

対策の推進 

青少年と保護者にＪＫビジネス（有害役務営業）の

危険性を周知啓発し、事業者への青少年愛護条例に

基づく指導の徹底と営業実態調査の実施等を通じ

て、青少年の被害防止を推進 

県民生活部 

警察本部 

ＳＮＳを利用

した犯罪被害

の防止 

ＳＮＳ上で援助交際を求めるなどの子どもの性被害

につながるおそれのある不適切な書き込みに対し、

公式アカウントから直接注意喚起を行う等、被害防

止に重点を置いた広報啓発活動を展開 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（児童虐待防止等） 

児童虐待家庭

への支援の充

実 

県こども家庭センター、市町、警察、学校、児童養

護施設等の関係機関の連携強化を図るとともに、児

童虐待防止 24 時間ホットラインによる相談、児童

虐待の予防、子どもの保護、子どもを虐待した親等

への家族再統合支援等を推進 

福祉部 

児童虐待防止

24 時間ホッ

トラインの運

営 

休日・夜間の児童虐待相談・通告に対応する電話相

談、児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」（いち

はやく）等、県こども家庭センターの即応体制を確

保 

福祉部 

児童虐待防止

のためのＳＮ

Ｓ相談の実施 

児童虐待の未然防止や早期発見の観点から、子ども

や保護者自身がより相談しやすい環境を構築するた

め、ＳＮＳ（親子のための相談ＬＩＮＥ）を活用し

た相談体制を確保 

福祉部 

地域の児童委

員、主任児童

委員活動との

連携強化 

児童委員、主任児童委員による個別援助・見守り強

化や「子育て応援ネット」によるＳＯＳキャッチ活

動を支援 

福祉部 

妊産婦等生活

援助 

特定妊婦（出産後の養育について、出産前において

支援を行うことが特に必要と認められる妊婦）を支

援するための相談窓口を開設するとともに、個別養

育支援計画を作成し、育児等のトレーニングを実施 

福祉部 

県こども家庭

センターの機

能強化 

県こども家庭センターにおいて、業務内容に応じた

系統的・体系的な研修を実施し、職員の専門性を高

めるとともに、市町や関係機関との連携を図り、機

能強化を推進 

福祉部 

児童虐待防止

医療ネットワ

ークの構築 

県立尼崎総合医療センターを中心とした、医療機関

向け相談窓口の設置、医療的ケアを要する児童の一

時保護委託先の確保、保健医療従事者への教育研修

の実施等連携強化を図り、児童虐待防止体制を整備 

福祉部 

児童虐待防止

の普及啓発 

児童虐待防止推進月間（11 月）を中心に、神戸スト

ークス（プロバスケットボールクラブ）試合会場で

の児童虐待防止啓発活動を実施する等、県の児童虐

待防止シンボルマーク「オレンジリボンはばタン」

を活用した普及啓発を実施 

福祉部 
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施策名 内 容 所管部局 

（いじめ防止等） 

ひょうごユー

スケアネット

ほっとらいん

相談の実施 

ひきこもり等の支援を行う専門家（精神保健福祉士

等）による専門相談を行うとともに、個々の相談に

応じて適切な専門機関を紹介することにより、いじ

めなどにより不登校やひきこもり等になった青少年

を支援 

県民生活部 

兵庫県いじめ

防止基本方針

を踏まえたい

じめ防止対策

の推進 

「兵庫県いじめ防止基本方針」を踏まえた、いじめ

の未然防止、早期発見、早期対応に向けた対策を推

進 

教育委員会 

兵庫県いじめ

対応ネットワ

ークの構築 

教育委員会、知事部局、県警、市町等の関係機関が

連携し、いじめの未然防止、早期発見・早期対応を

図るための全県的、地域的なネットワークを構築 

教育委員会 

子どもの悩み

を受け止める

教育相談の実

施 

24 時間体制で電話によるいじめ等の悩み相談、子ど

ものＳＯＳ全般に対応するとともに、臨床心理士、

公認心理師等による面接相談（対面形式・オンライ

ン形式）を実施 

教育委員会 

ＳＮＳを活用

した教育相談

体制の実施 

従来の音声通話や面談等における相談に踏み切れな

い児童生徒が気軽に相談できるよう、ＳＮＳを活用

した相談窓口を設置 

教育委員会 

こころの相談

支援事業の実

施 

全ての公立中学校や拠点小学校、小・中・高等部を

設置する県立特別支援学校にスクールカウンセラー

を、全ての県立高等学校にキャンパスカウンセラー

を配置し、児童生徒や保護者の相談に対応 

教育委員会 

様々な課題か

ら学校をサポ

ートする体制

の充実 

・教育事務所に教職員ＯＢや警察関係ＯＢ、スクー

ルソーシャルワーカーなどで構成される「学校問

題サポートチーム」を設置し、学校だけでは解決

困難な事案に専門的・多面的な支援を行い、「教

育相談窓口」で保護者や学校からの相談に対し

て、教職員ＯＢ等が適切な指導助言を実施 

・「いじめ対応マニュアル」を活用した研修等によ

り、いじめに係る対応方針や指導方針を教職員に

周知するなど、学校におけるいじめ事案への組織

的な対応を強化 

・様々な課題の早期解決等を図るため、県立学校問

題解決サポートチームを設置 

・福祉的な視点から児童生徒の置かれた環境に働き

かけ、状況を改善するスクールソーシャルワーカ

ーを全ての中学校区（政令市・中核市を除く）へ

配置 

教育委員会 
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施策名 内 容 所管部局 

（いじめ防止等） 

学校と警察の

連携の推進 

・いじめや非行の問題等に対し、学校現場と警察が

積極的な情報共有を図るとともに、迅速な対応が

できるよう連携強化を推進 

・いじめや非行の問題のほか、児童虐待等被害者の

生命・身体の安全が脅かされる可能性が高い重大

事案等に適切に対応するため、一層の情報連携体

制を構築 

教育委員会 

警察本部 

少年の悩みご

とへの相談対

応 

警察本部に設置された少年相談電話「少年相談室

（ヤングトーク）」において、専門相談員が少年問

題（非行、家出、いじめ等）に関する相談対応を実

施 

警察本部 

（青少年の健全育成） 

青少年を守り

育てる県民ス

クラム運動の

展開 

複雑・多様化する青少年問題に対し、青少年の健全

育成及び非行防止を図るため、関係機関が連携して

対策等を検討する青少年育成スクラム会議を開催す

るほか、「大人が変われば子どもも変わる」運動の

啓発キャンペーンを展開 

県民生活部 

青少年補導活

動の推進 

・青少年の非行、不良行為の防止を図るため、補

導・相談活動に取り組む青少年補導センターや県

青少年補導委員連合会に対して、助成や研修等を

行い、活動推進を支援 

・コンビニ等の深夜営業店の協力のもと、子どもの

夜間外出防止の取組を推進 

県民生活部 

ひろば事業等

の展開 

地域の大人が見守る中、子どもたちが自由な発想で

のびのびと遊びながら、たくましく生きる力を育む

ことができるよう、「子どもの冒険ひろば」や、子

育て中の親子が気軽に集い、子育ての悩みなどの情

報支援や雑談ができる「まちの子育てひろば」の運

営を支援 

県民生活部 

青少年愛護条

例の運用 

青少年の健全な育成を図り、これを阻害するおそれ

のある行為から青少年を保護する「青少年愛護条

例」について、県民への周知を徹底し、関係事業所

への調査・指導を行う等適正な運用を図り、青少年

に良好な社会環境づくりを推進 

県民生活部 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（青少年の健全育成） 

「子ども食

堂」への支援 

・生まれ育った家庭環境等により食事が十分にとれ

ていない子どもへの温かい食事の提供や食育、見

守り等の機能を持つ「子ども食堂」を支援し、子

どもの健全な育成を推進 

・「子ども食堂」同士の情報を共有する場に参画

し、地域性に配慮した必要な情報を提供 

福祉部 

学校と地域の

連携・協働体

制の推進 

学校と地域住民等が力を合わせて学校運営に取り組

む「コミュニティ・スクール」と、学校と地域が相

互にパートナーとして行う「地域学校協働活動」の

一体的な実施を推進するなど、学校・家庭・地域が

連携・協働して、相互に育ち合いながら、「地域と

ともにある学校」づくりを推進 

教育委員会 

ＰＴＡによる

学校、家庭、

地域の連携の

強化 

ＰＴＡを核として、地域の子育てや子どもの安心・

安全の確保等を地域ぐるみで行う教育支援活動の充

実を図るため、地域住民の参画と協働を得て実施す

るＰＴＣＡ活動を支援し、学校、家庭、地域の連携

を強化 

教育委員会 

少年サポート

センターの運

営 

警察官と少年補導職員が、専門的知識技能や継続的

助言指導が必要な少年補導や被害少年に対して関係

機関と連携しながら支援等を行う、少年サポートセ

ンターを県内各地（12 カ所）で運営 

警察本部 
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 （３）高齢者の安全安心 

施策名 内 容 所管部局 

消費者被害防

止のための高

齢者への啓

発・見守り活

動の推進 

・県、市町、県警、福祉関係団体等で構成する「高

齢者等消費者被害防止ネットワーク会議」におけ

る情報共有・研修等を実施 

・高齢者保健福祉月間（９月）における高齢者消費

者被害防止キャンペーンの実施 

・「くらしの安全・安心推進員」による高齢者や周

囲への啓発を推進 

県民生活部 

高齢者虐待防

止の強化 

・市町職員や施設職員等の意識向上を図るため、高

齢者虐待対応力向上研修を実施し、高齢者虐待の

未然防止、虐待の早期発見、虐待事案への迅速か

つ適切な対応を支援 

・市町単独では対応が困難な事例に対応する専門職

による権利擁護相談窓口を設置し、市町や地域包

括支援センターに周知を図るとともに、相談に迅

速、適切に対応 

福祉部 

認知症医療体

制の充実 

・認知症疾患医療センターが地域の認知症医療体制

の中核の役割を果たすよう、各センターにおける

診断後支援機能や、センター間の連携強化、ＭＣ

Ｉの方への支援ネットワークの推進等を実施 

・認知症対応医療機関等の活用、医療従事者等への

研修の対象者拡大や認知症サポート医の活躍の場

を市町等との連携により拡大する等、地域の認知

症医療体制の充実強化を推進 

保健医療部 

認知症ケア人

材の育成 

・介護職員や施設管理者等の認知症の人への対応力

向上を図るため、認知症介護研修（基礎・実践

者・リーダー・指導者等）を体系的に実施 

・認知症の人が利用する介護施設等において、症状

に応じた適切なケアを提供し、症状の進行やＢＰ

ＳＤ（行動・心理症状）の発症予防に取り組める

よう認知症機能訓練システム（兵庫県４ＤＡＳ）

研修を実施するなど、認知症の人へのケア体制を

強化 

保健医療部 
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施策名 内 容 所管部局 

認知症地域支

援ネットワー

クの強化 

・地域住民への認知症の正しい理解の普及・啓発と

認知症の人を支える地域づくりを推進するため、

キャンペーン等の実施や認知症サポーター養成講

座の講師となるキャラバン・メイトの養成、企業

等における認知症サポーター養成の取組への支援

などを継続するとともに、地域版希望大使「ひょ

うご認知症希望大使」の活動の展開や各市町にお

ける認知症の人とその家族の支援ニーズと認知症

サポーター等地域の身近な支援者をつなぐ仕組み

（チームオレンジ）の構築を支援する等、本人の

視点を重視した施策を推進 

・市町における認知症高齢者等（若年性認知症含

む）の見守り・ＳＯＳネットワークの模擬訓練の

実施内容の充実を促進し、地域住民による見守り

体制の強化を図るとともに、自治体と警察が連携

し、認知症高齢者等を保護した際の家族への早期

引渡しや、行方不明時の迅速な発見活動を推進 

保健医療部 

警察本部 
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 （４）障害者の安全安心 

施策名 内 容 所管部局 

障害者の消費

者トラブル防

止対策の推進 

・障害のある生徒が社会に出る前から消費者力を高

めることができるよう、特別支援学校の教員向け

研修会や出前講座を実施し、効果的な消費者教育

を推進 

・障害者の消費者被害防止のため、障害者本人や見

守りを行う方への啓発を実施 

県民生活部 

精神保健福祉

体制の充実 

精神障害者が必要な医療を中断することなく、地域

で安全安心に暮らせるよう継続支援を行うチームを

設置し、関係機関の連携強化や、関係職員への研修

等、精神障害者を地域全体で支える体制の構築を推

進し、長期入院者の地域への円滑な移行を支援 

福祉部 

障害者の意思

決定支援・成

年後見制度の

利用促進 

障害福祉サービスの利用等における障害者の権利擁

護を推進するため、市町地域生活支援事業を活用

し、成年後見制度の申立てに要する経費や、市民後

見人の活用を含む法人後見の活動を支援 

福祉部 

障害者差別解

消のための相

談体制の整備 

障害者差別解消相談センターを設置・運営し、弁護

士や福祉専門職による法律相談を実施する等相談体

制を整備し、障害者差別解消を推進 

福祉部 

障害者虐待防

止・権利擁護

体制の推進  

障害者権利擁護センターを運営し､市町職員や障害

者福祉施設職員等向けの障害者虐待対応力向上研修

の実施や､通報義務の徹底、施設・企業等の虐待に

対するガバナンスの確立等に取り組み､障害者虐待

防止・権利擁護体制を推進 

福祉部 
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 （５）ＤＶ・性犯罪等への対応 

施策名 内 容 所管部局 

（ＤＶ等への対応） 

ＤＶ対策の推

進 

ＤＶ被害者等の安全を確保するため、県営住宅への

一時入居の実施や一時保護委託施設の確保等、一時

避難先を確保するとともに、関係機関や民間支援団

体と連携して、将来の自立や安定した生活に向け、

住居確保や就業支援など各種支援を実施 

福祉部 

まちづくり部 

ＤＶ・ストー

カー事案への

対応の強化 

ＤＶ・ストーカー事案に関する相談に対し、相談者

の安全確保を最優先に関係機関が緊密に連携を図

り、相談者の意向を踏まえつつ、事案に応じた適切

な措置を実施 

福祉部 

警察本部 

痴漢・盗撮等

の犯罪事案へ

の相談対応 

痴漢・盗撮等の性的犯罪等に関する相談に女性警察

官が対応する「レディースサポート交番」、鉄道施

設における性的犯罪等の相談に応じる「痴漢等被害

相談所」など、事案に応じた相談対応を実施 

警察本部 

（性犯罪への対応） 

性犯罪・性暴

力被害者が相

談しやすい相

談窓口（ひょ

うご性被害ケ

アセンター

「よりそ

い」）の運営 

・警察に相談することができない性犯罪・性暴力被

害者の心身の負担を軽減するとともに、被害の潜

在化を防ぐため、専用相談窓口を設け、医療費助

成、医療機関等への同行支援、法律相談、心のケ

ア等をワンストップで実施 

・子どもが性犯罪・性暴力の被害者、加害者、傍観

者にならないよう、県内の学校で性犯罪に関する

出前講座を実施 

県民生活部 

性犯罪・性暴

力被害者への

支援の充実 

性犯罪・性暴力被害者への支援にあたって専門的な

知識やノウハウが必要とされることから、（公社）

ひょうご被害者支援センター、（公社）全国被害者

支援ネットワーク、性暴力被害者支援センター・ひ

ょうごなどのＮＰＯ、医師会等と連携し、支援の質

の向上を推進 

県民生活部 

性犯罪を繰り

返さないため

のフォーラム

の開催 

性犯罪の再犯リスク低減を図るため、性犯罪加害者

の行動特性を理解し、必要に応じて医療機関やカウ

ンセラーにつながる動機となるフォーラムを開催 

県民生活部 

関係機関の連

携強化 

性犯罪被害者に必要な支援が届くよう、教育関係機

関（小・中・高校、特別支援学校、大学・専門学校

等）、県医師会、県こども家庭センター、女性家庭

センター等との連携を強化 

県民生活部 

福祉部 

教育委員会 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（性犯罪への対応） 

【再掲】 

青少年のイン

ターネット利

用による被害

等防止対策の

推進 

青少年愛護条例に基づき、非行防止教室、街頭キャ

ンペーン等において、児童ポルノ自画撮り被害、出

会い系サイトやＳＮＳなどの危険性や情報モラルの

遵守を訴え、ネットリテラシーの向上を図るととも

に、青少年及び保護者に対してスマートフォン等の

フィルタリングの必要性を周知 

県民生活部 

教育委員会 

警察本部 

【再掲】 

ＪＫビジネス

対策の推進 

青少年と保護者にＪＫビジネス（有害役務営業）の

危険性を周知啓発し、事業者への青少年愛護条例に

基づく指導の徹底と営業実態調査の実施等を通じ

て、青少年の被害防止を推進 

県民生活部 

警察本部 

性犯罪被害相

談電話全国共

通番号「♯８

１０３（ハー

トさん）」の

運営 

性犯罪被害の潜在化を防ぐため、性犯罪被害相談電

話全国共通番号「♯８１０３（ハートさん）」（本

県では警察本部に設置している「性犯罪被害 110

番」に接続）を設置し、性犯罪被害者からの相談に

24 時間対応 

警察本部 

【再掲】 

ＳＮＳを利用

した犯罪被害

の防止 

ＳＮＳ上で援助交際を求めるなどの子どもの性被害

につながるおそれのある不適切な書き込みに対し、

公式アカウントから直接注意喚起を行う等、被害防

止に重点を置いた広報啓発活動を積極的に展開 

警察本部 
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行動２ 犯罪が発生しにくい環境を整備する 

 （１）安全安心なまちづくり 

施策名 内 容 所管部局 

（防犯に配慮したまちづくり） 

犯罪の防止に

配慮した道路

等の構造、設

備等に関する

指針の普及啓

発 

防犯に配慮した道路や公園、駐車（輪）場のあり方

を示した「犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設

備等に関する指針」について、設置・管理者等への

普及啓発を行い、防犯性に優れた施設等の整備を推

進 

県民生活部 

土木部 

まちづくり部 

防犯カメラの

普及啓発 

防犯カメラ設置の効果や適切な管理運営方法等を紹

介し、普及啓発を推進 

県民生活部 

警察本部 

防犯カメラの

設置推進 

防犯グループ等の地域団体による防犯カメラの設置

を県、市町、警察が連携して支援 

県民生活部 

警察本部 

商店街・小売

市場における

共同施設の整

備 

商店街等において共同で設置する防犯カメラ等の整

備を支援 
産業労働部 

不法投棄を許

さない地域づ

くりの推進 

住民、事業者等と連携して不法投棄監視パトロール

を実施する等、地域全体で不法投棄の未然防止を実

施 

環境部 

ひょうごアド

プトの推進 

県が管理する道路・河川・海岸の草刈りや植栽、清

掃美化活動等を行う地域団体と、県・市町が３者で

合意書を交わし、用具の提供等を行うことで、団体

の取組を支援 

土木部 

防犯まちづく

りの推進 

道路の歩車道分離（通学路の歩道等の整備等）、公

園の植栽剪定や照明点灯時間の工夫、県営住宅エレ

ベーター内の防犯カメラ設置等、防犯に配慮した都

市基盤整備を推進 

土木部 

まちづくり部 

屋外広告物対

策の推進 

違反広告物対策として、住民ボランティア団体によ

る簡易な違反広告物の撤去を実施する等、周辺景観

やまちなみと調和した良好な広告景観の形成を推進 

まちづくり部 

福祉のまちづ

くり条例の推

進 

福祉のまちづくり基本方針に基づき、バリアフリー

整備基準に適合した施設整備等、総合的かつ体系的

に福祉のまちづくり施策を展開 

まちづくり部 

ユニバーサル

社会づくり推

進地区の整備 

すべての人が暮らしやすく活動できるまちづくりを

進めるため、市町と地域住民が協働してまちづくり

に取り組む地区をユニバーサル社会づくり推進地区

に指定し、ハード・ソフト両面から取組を支援 

まちづくり部 
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施策名 内 容 所管部局 

（防犯に配慮した住宅整備等） 

犯罪の防止に

配慮した住宅

及び住宅地の

構造、設備等

に関する指針

の普及啓発 

防犯に配慮した住宅・住宅地のあり方を示した「犯

罪の防止に配慮した住宅及び住宅地の構造、設備等

に関する指針」について、住宅や住宅地を整備しよ

うとする者等への普及啓発を行い、住宅・住宅地の

防犯性の向上を推進 

県民生活部 

まちづくり部 

空き家の適正

管理の推進 

放置された空き家が犯罪の温床や危険な遊び場とな

ることを防ぐため、空家等対策の推進に関する特別

措置法も踏まえ、市町と連携して、空き家の所有者

等による適正な管理を促すとともに、周辺に危険が

及ぶおそれのある空き家の除却を推進 

まちづくり部 

防犯優良マン

ション供給の

推進 

（公社）兵庫県防犯協会連合会、(特非)兵庫県防犯

設備協会、(公財)兵庫県住宅建築総合センターと連

携し、犯罪に遭いにくい構造・設備の基準を満たす

マンションを防犯優良マンションとして認定する制

度を普及し、防犯性能に優れたマンションの供給を

推進 

まちづくり部 

警察本部 

防犯優良機器

の普及促進 

ピッキングに強い鍵、衝撃を与えても割れにくい防

犯ガラス等、防犯上優れている機器等について、防

犯教室や防犯設備展等を通じて普及を促進 

警察本部 

防犯優良駐車

場登録制度・

防犯設備優良

住宅認定制度

の普及促進 

（公社）兵庫県防犯協会連合会、（特非）兵庫県防

犯設備協会と連携し、犯罪に遭いにくい設備等を満

たす駐車場を防犯優良駐車場として登録、住宅を防

犯設備優良住宅として認定する制度を普及し、防犯

意識と防犯力の向上を推進 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（薬物乱用防止対策） 

薬物の濫用の

防止に関する

条例の運用 

薬物の濫用の防止に関する条例の適正な運用を通

じ、県警等と連携して危険ドラッグ販売店等の指導

取締りを実施 

保健医療部 

薬物の乱用防

止対策の推進 

・大麻、覚醒剤や危険ドラッグ等の薬物の乱用を防

止するため、薬物乱用防止指導員を中心として

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動や麻薬・覚醒剤・

大麻乱用防止運動の期間に地域に密着した重点的

な街頭啓発活動等を実施 

・同指導員による地域や学校での薬物乱用防止教

室・講習会の開催や健康福祉事務所での薬物相談

窓口の開設など、薬物乱用を許さない社会づくり

を実施 

・警察、行政、教育機関など関係機関相互の緊密な

連携を図るため、兵庫県薬物乱用対策推進会議を

設置・運営 

保健医療部 
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 （２）繁華街等の環境の浄化 

施策名 内 容 所管部局 

客引き行為等

の防止に関す

る条例の運用 

・地域住民、商店街、市町、県警等と連携して「客

引き行為等の防止に関する条例」の周知を図ると

ともに、同条例で指定する禁止地区における巡回

や合同警戒等の取組を強化するほか、客引き行為

者等への指導を徹底 

・民間事業者との連携やＡＩ防犯カメラの活用等、

新たな客引き防止対策を展開 

・若年者が客引き行為等をする側にならないための

効果的な広報啓発を実施 

県民生活部 

犯罪の防止に

配慮した深夜

営業店舗に係

る措置に関す

る指針の普及

啓発 

深夜（午後 11 時～翌午前５時）に営業する店舗や

その周辺の安全を確保するためのあり方を示した

「犯罪の防止に配慮した深夜営業店舗に係る措置に

関する指針」について、事業者等への普及啓発、防

犯指導、防犯訓練等を行い、地域の安全性の向上を

推進 

県民生活部 

警察本部 

官民協働によ

る安全安心な

繁華街・歓楽

街の確保のた

めの環境浄化

の推進 

商店街や自治体で構成されるまちづくり協議会等、

迷惑行為の防止と街並みの改善に関する活動を行う

団体と連携を図りながら取組を推進 

県民生活部 

警察本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 （３）相談体制の構築 

施策名 内 容 所管部局 

相談窓口の充

実 

・庁内各部局において、虐待、いじめ、家庭内暴

力、悪質商法や特殊詐欺等消費生活上の問題、交

通事故、性犯罪・性暴力等様々な事案に応じて、

被害者が相談しやすい窓口を充実するとともに、

関係機関で連携しながら適切に対応 

・県警各部署において、ストーカー、ＤＶ、性犯

罪、特殊詐欺、悪質商法、サイバー犯罪、暴力団

犯罪、交通事故など被害者が直面する様々な相談

に適切に対応 

県民生活部 

福祉部 

教育委員会 

警察本部 

「ひょうご地

域安全ＳＯＳ

キャッチ電話

相談」の運営 

・日常生活の中で異変に気づいた際や虐待、ＤＶ、

いじめ等が疑われる場合等に、匿名で通報でき、

速やかに関係機関につなぐ「ひょうご地域安全Ｓ

ＯＳキャッチ電話相談」を県と県警が共同して運

営し、犯罪の未然防止と早期発見を推進 

・より適切に情報をキャッチするため、ＳＮＳ等に

よる相談対応を検討 

・異変をキャッチするポイントや連絡方法等をまと

めたマニュアルを共有し、関係機関・団体等との

円滑な連携を推進 

・地域の安全安心に関わる相談を促すため、ＳＮ

Ｓ、広報紙等を活用した効果的な情報発信を展開 

県民生活部 

警察本部 

自殺対策の総

合的な推進 

一人ひとりがかけがえのない個人として尊重される

「誰も自殺に追いこまれることのない兵庫」を目指

して、市町や関係機関・団体等と連携し、相談体制

の充実や地域の相談支援ネットワークの構築、地域

レベルの実践的取組を支援する等自殺対策を総合的

に推進 

福祉部 
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行動３ 変化する犯罪から身を守る 

 （１）特殊詐欺の未然防止 

施策名 内 容 所管部局 

特殊詐欺被害

防止に関する

啓発 

・特殊詐欺の手口等の情報を高齢者等に提供し、被

害の防止につなげるとともに、特殊詐欺の特徴や

防止策が記憶に残るよう工夫 

・地域のボランティア等と連携した広報啓発活動等

を推進 

県民生活部 

警察本部 

特殊詐欺被害

を防止する水

際対策の充実 

・特殊詐欺が疑われる場合に、金融機関、コンビニ

エンスストア、タクシー事業者、近隣住民等が高

齢者等に積極的に声掛けし、被害が水際で防止さ

れるよう、関係機関・団体、事業者等への協力依

頼や詐欺手口の情報提供等を促進 

・自治体及び県警察が金融機関等と連携した「スト

ップ！ＡＴＭでの携帯電話」運動に係る啓発活動

を実施 

県民生活部 

警察本部 

 

 （２）闇バイト、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の未然防止 

施策名 内 容 所管部局 

少年院や少年

鑑別所と連携

した講座の実

施 

少年院や少年鑑別所と連携し、在院者・在所者が闇

バイト等に関わらないよう講座を実施 
県民生活部 

犯罪実行者募

集情報（闇バ

イト）による

強盗や特殊詐

欺への対策 

仕事の内容を明らかにせず、高額な報酬の支払を示

唆する等の不審点のある求人情報には応募しないよ

う呼び掛けるとともに、犯罪実行者募集情報（闇バ

イト）に応募してしまい、犯罪に加担しようとする

者に対しては、実際に犯罪に関わることがないよう

呼び掛け、相談を受けた際には保護するなど犯罪の

実行に至らせない取組を強化 

県民生活部 

警察本部 

教育現場にお

ける闇バイト

対策 

・児童・生徒が闇バイトに関わることがないよう、

教育現場において、チラシを活用した注意喚起や

相談窓口の周知等を実施 

・闇バイトへの関わり防止を含めた、非行防止教室

を実施 

教育委員会 

警察本部 

ＡＩを活用し

た闇バイト募

集への対策 

ＡＩを活用したシステムを運用し、闇バイトを募集

するＳＮＳの投稿に対して警告を実施（リプライ警

告） 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

ＳＮＳ型投

資・ロマンス

詐欺への対策 

被害発生状況などに応じた効果的な広報啓発の実施

により、県民の防犯リテラシーの向上に努めるほ

か、偽サイトのＵＲＬについての情報セキュリティ

関連事業者への情報提供を講じるなど、事業者等と

連携した県民を詐欺から守るための対策を推進 

県民生活部 

警察本部 

 

 （３）サイバー犯罪の未然防止 

施策名 内 容 所管部局 

（被害防止の啓発等） 

ネットトラブ

ル防止に向け

た啓発 

過度なネット利用による健康面への影響やネットト

ラブルを防止するため、関係業界団体や青少年育成

団体等を通じた啓発や、ホームページ・デジタルサ

イネージ等による啓発などを実施 

県民生活部 

サイバー犯罪

未然防止のた

めの広報啓発

活動の推進 

産・学・官が一体となってサイバー空間の実態を把

握し、サイバー犯罪に関する注意喚起情報や対処方

法等について、ＳＮＳ等を活用した広報啓発活動を

推進 

警察本部 

「サイバー犯

罪被害防止教

室」の開催 

インターネットに潜む危険性やその対処方法を周知

し、被害を未然に防ぐため、県民等に対し、サイバ

ー犯罪被害防止教室を実施 

警察本部 

（青少年の被害防止等） 

【再掲】 

青少年の安全

安心なインタ

ーネット利用

の推進 

ＳＮＳによる犯罪被害などのネットトラブルを防止

するため、青少年自身が主体的にインターネット利

用対策について考える取組や、家族でネットの使い

方を話し合う取組を支援 

県民生活部 

【再掲】 

青少年のイン

ターネット依

存等防止対策

の推進 

青少年のインターネットの利用に関するルールづく

りへの支援のため、関係業界団体等を通じた啓発

や、ホームページ・デジタルサイネージ等による啓

発、各地域の行事等における啓発を実施する等、ネ

ット依存等から青少年を守る取組を推進 

県民生活部 

教育委員会 

【再掲】 

青少年のイン

ターネット利

用による被害

等防止対策の

推進 

青少年愛護条例に基づき、非行防止教室、街頭キャ

ンペーン等において、児童ポルノ自画撮り被害、出

会い系サイトやＳＮＳなどの危険性や情報モラルの

遵守を訴え、ネットリテラシーの向上を図るととも

に、青少年及び保護者に対してスマートフォン等の

フィルタリングの必要性を周知 

県民生活部 

教育委員会 

警察本部 
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施策名 内 容 所管部局 

（青少年の被害防止等） 

【再掲】 

ＳＮＳを利用

した犯罪被害

の防止 

ＳＮＳ上で援助交際を求めるなどの子どもの性被害

につながるおそれのある不適切な書き込みに対し、

公式アカウントから直接注意喚起を行う等、被害防

止に重点を置いた広報啓発活動を積極的に展開 

警察本部 

（消費者の被害防止等） 

【再掲】 

消費生活情報

の提供・啓発 

消費者トラブルに関する情報をメールやＸ等で随時

発信するほか、啓発パンフレット等を活用し、県民

向けに相談事例や対処法等の消費生活情報を発信 

県民生活部 

【再掲】 

消費者被害に

係る相談体制

の充実 

広域的・専門的な消費生活相談に対応するととも

に、市町相談員への助言を行うチームの設置、弁護

士等の専門家による学習会、レベルアップ研修の実

施等により市町の消費生活相談対応力の充実強化を

推進 

県民生活部 

【再掲】 

若者の消費者

力向上の推進 

高校生向けの出前講座や（一社）ひょうご大学生支

援機構（ＨＵＳＳＯ）と連携した大学生への消費者

教育、ＳＮＳを通じた啓発等、若者の消費者力向上

を推進 

県民生活部 

【再掲】 

消費者被害防

止のための高

齢者への啓

発・見守り活

動の推進 

・県、市町、県警、福祉関係団体等で構成する「高

齢者等消費者被害防止ネットワーク会議」におけ

る情報共有・研修等を実施 

・高齢者保健福祉月間（９月）における高齢者消費

者被害防止キャンペーンの実施 

・「くらしの安全・安心推進員」による高齢者や周

囲への啓発を推進 

県民生活部 

【再掲】 

障害者の消費

者トラブル防

止対策の推進 

・障害のある生徒が社会に出る前から消費者力を高

めることができるよう、特別支援学校の教員向け

研修会や出前講座を実施し、効果的な消費者教育

を推進 

・障害者の消費者被害防止のため、障害者本人や見

守りを行う方への啓発を実施 

県民生活部 
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【参考１】第６期地域安全まちづくり推進計画の成果 

 

１ 位置づけ 

地域安全まちづくり条例第 12 条に基づく計画 

 

２ 基本理念 

人と人､人と地域のきずなを強め、地域社会の力を基本として、安全に安心して暮らす

ことができる「誰も取り残さない」持続可能な元気兵庫の実現を目指す。 

 

３ 計画期間 

令和４年度～令和６年度（３カ年） 

 

４ ３つの目標の達成状況 

目 標 R3 R6 増 減 

目標１ 

刑法犯認知件数の減少傾向を維持する 
30,003 件 

※R6 数値等を 

踏まえて記載予定 

目標２ 

高齢者の特殊詐欺被害を減少させる 

子どもに対する声かけ・つきまとい等の

事案発生件数を減少させる 

859 件 

2,313 件 

目標３ 

「住んでいる地域は治安が良く、安心し

て暮らせると思う人（体感治安）」の割合

を 80%以上に維持する 

79.6% 

※R1～R3 

80.6% 

68.0% 

※R4～R6 

67.6% 

－11.6% 

 

 （１）刑法犯認知件数 

 （２）特殊詐欺被害 

 （３）子どもに対する声かけ・つきまとい等事案の発生件数 

※R6 数値等を踏まえて記載予定 

（４）「住んでいる地域は治安が良く、安心して暮らせると思う人（体感治安）」の割合

は減少 

「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査において、「お住まいの地域は、治安が良く、

安心して暮らせると思いますか」という設問に「そう思う」等と回答した人の割合

は、直近３カ年平均で 67.6%となり、第５期推進計画以前の水準より減少傾向にあり

ます。 

    窃盗や詐欺など、身近なところで発生する犯罪の多発が影響している可能性があ

ります。 
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【参考２】地域安全まちづくり条例 

 

○地域安全まちづくり条例 

平成18年３月24日条例第３号 

地域安全まちづくり条例をここに公布する。 

地域安全まちづくり条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 地域安全まちづくり活動（第７条―第10条） 

第３章 地域安全まちづくり活動への支援（第11条―第16条） 

第４章 雑則（第17条） 

附則 
 

安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現は、すべての県民の願いであり、私

たちの生活は、安全で安心な地域社会という基盤の上に営まれなければならない。 

しかしながら、近年、様々な社会情勢の変化を背景として、街頭、住居等の県民生活に身

近なところで発生する犯罪が多発しており、こうした状況を踏まえ、これまで行われてき

た防犯協会等のボランティア団体による取組に加え、地域の安全は住民自らの力で確保し

ようとする県民の主体的な意思に基づく取組が各地で展開されつつある。 

兵庫県では、これまでも様々な県民運動を提唱し、県民による多様な地域づくり活動を

支援してきたほか、安全で安心な都市基盤の整備に努めるなど、県民生活を基本とする県

行政を展開してきた。 

また、阪神・淡路大震災においては、県民一人ひとり、自治会、婦人会等の地縁団体、ボ

ランティア等が相互に助け合い、連携する豊かな地域社会こそが、安全で安心な県民生活

を支えていることを改めて認識した。 

これらの貴重な経験や活動を踏まえ、県民一人ひとりが、自らの安全の確保に対する意

識を高めることはもとより、人と人、人と地域のきずなを一層強め、地域ぐるみで犯罪を

防止するための活動その他安全で快適な暮らしの実現に向けた活動に取り組んでいく必要

がある。 

ここに、私たちは、地域社会を構成する様々な主体の相互の連携による活動を通じて安

全で安心な兵庫を実現するため、この条例を制定する。 
 

第１章 総則 

（基本理念） 

第１条 県民が自らの生命、身体又は財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく、

安全に安心して暮らすことができる地域社会の形成（以下「地域安全まちづくり」とい

う。）は、県民一人ひとり、地縁団体、ボランティア団体その他の団体及び事業者（以下

「県民等」という。）が、地域社会において相互に連携し、犯罪の防止その他安全で快適

な暮らしを実現するための活動（以下「地域安全まちづくり活動」という。）に取り組む

ことにより、推進されなければならない。 
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（県民の役割） 

第２条 県民は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、一人ひ

とりが日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、地域社会の一員としての

自覚と責任を持って、地域安全まちづくり活動に取り組むよう努めるものとする。 

２ 県民は、子どもが他者への思いやりの心をはぐくみ、社会の一員としての規範意識を

持って生活を営むことができるよう、子どもに対し、自ら模範となる行動を示すととも

に、家庭、地域社会及び学校、児童福祉施設その他子どもの教育等を行う施設（以下「学

校等」という。）において、その健全育成に努めるものとする。 

３ 県民は、県及び市町が実施する地域安全まちづくりに関する施策に協力するよう努め

るものとする。 

 

（地縁団体等の役割） 

第３条 地縁団体、ボランティア団体その他の団体（以下「地縁団体等」という。）は、基

本理念にのっとり、地域社会の安全を確保する観点から、地域安全まちづくり活動を企

画し、県民及び事業者の参画を得て、推進するよう努めるものとする。 

２ 地縁団体等は、基本理念にのっとり、必要に応じて、地域安全まちづくり活動に取り

組む県民及び事業者に対する助言等を行うよう努めるものとする。 

３ 地縁団体等は、県及び市町が実施する地域安全まちづくりに関する施策に協力するよ

う努めるものとする。 

 

（事業者の役割） 

第４条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たって、自ら及び県民等の

安全が確保されるよう努めるとともに、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、

地域社会に貢献する観点から、地域安全まちづくり活動に取り組むよう努めるものとす

る。 

２ 事業者は、県及び市町が実施する地域安全まちづくりに関する施策に協力するよう努

めるものとする。 

 

（県の責務） 

第５条 県は、基本理念にのっとり、地域安全まちづくりに関する総合的な施策を策定し、

及びこれを実施するものとする。 

２ 県は、前項の施策を策定し、及びこれを実施する場合においては、地域安全まちづく

りに関する市町の施策を尊重するとともに、市町に対する情報の提供、技術的助言その

他の支援に努めるものとする。 

３ 県は、地域安全まちづくりが県民の自発的かつ自律的な意思に基づき行われるべきも

のであることにかんがみ、これが地域の多様性及び県民の多様な価値観を尊重して推進

されるよう配慮するものとする。 
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（県民等、県及び市町の相互の連携） 

第６条 県民等及び県は、地域安全まちづくりの推進に当たっては、第２条から前条まで

に規定するそれぞれの役割又は責務を踏まえ、相互に連携するよう努めるものとする。 

２ 県及び市町は、地域安全まちづくりに関する施策の実施に当たっては、相互に連携し、

当該施策が効果的に実施されるよう努めるものとする。 

３ 県民等、県及び市町は、相互に連携して、地域安全まちづくりの総合的な推進を図る

ための体制を整備するものとする。 

 

第２章 地域安全まちづくり活動 

（地域安全まちづくり活動） 

第７条 県民は、相互に連携し、地域の実情に応じて、防犯に関する知識及び技術の習得、

建物、車両等の適正な管理、地域内の巡回その他の地域安全まちづくり活動に取り組む

よう努めるものとする。 

２ 地縁団体等は、次に掲げる活動その他の地域安全まちづくり活動に取り組むよう努め

るものとする。 

(１) 県民相互又は県民と事業者との連携による取組を促進するための地域安全まちづ

くり活動に関する企画及び地域安全まちづくり活動への参画の促進 

(２) 講習会の開催等による県民及び事業者に対する防犯意識の啓発、防犯に関する情

報の提供並びに知識及び技術の普及 

３ 事業者は、従業者に対する防犯に関する知識及び技術の普及等の教育、建物、車両等

の適正な管理その他の地域安全まちづくり活動に取り組むよう努めるものとする。 

 

（子ども、高齢者等の安全確保） 

第８条 子どもの保護者、地縁団体等及び学校等を設置し、又は管理する者（以下「学校

の設置者等」という。）は、次に掲げる活動に取り組むよう努めなければならない。 

(１) 学校等及び通学又は通園の用に供される道路並びに子どもが利用する公園、広場

等（以下「通学路等」という。）における巡回活動その他の子どもの安全を確保するた

めの活動 

(２) 子どもが自身の安全を確保することができるようにするための教育 

(３) 子どもの他者への思いやりと規範意識をはぐくむ教育 

２ 学校の設置者等及び通学路等を設置し、又は管理する者は、その施設における防犯の

ための設備の設置その他の子どもの安全を確保するための措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

３ 地縁団体等は、高齢者、障害者、女性その他の犯罪による被害の防止のために配慮を

要すると認められる者（以下「高齢者等」という。）の安全を確保するため、高齢者等及

びその関係者に対し、防犯に関する知識及び技術の普及並びに意識のかん養に努めなけ

ればならない。 
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（防犯に配慮した施設の管理等の取組） 

第９条 住宅、店舗その他の施設（以下「住宅等」という。）を所有し、又は管理する者

は、当該住宅等の構造、設備、管理の方法等を当該住宅等及びその周辺における犯罪の

防止に配慮したものとするよう努めなければならない。 

２ 空地を所有し、又は管理する者は、当該空地を犯罪の防止に配慮して適切に管理する

よう努めなければならない。 

３ 事業者は、事業所ごとに、防犯のための設備の維持及び管理、従業者に対する防犯に

関する指導その他事業所における犯罪を防止するための活動を行う者として、防犯責任

者を置くよう努めなければならない。 

４ 深夜（午後11時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において物品販売

業その他の営業を営む者は、当該営業に係る店舗（以下「深夜営業店舗」という。）への

防犯のための設備の設置、深夜における従業者の勤務体制の整備その他の措置を講ずる

ことにより、深夜営業店舗及びその周辺における犯罪の防止に配慮するよう努めなけれ

ばならない。 

５ 飲食店、小売店舗その他の店舗の集積する区域（以下「繁華街」という。）において、

店舗、駐車場その他の施設を所有し、若しくは管理する者又は事業を行う者は、地縁団

体等、県及び市町と協働して、当該繁華街において、違法な広告物の掲示、建物等に対す

る落書き、違法な駐車等の犯罪を誘発するおそれがある環境の浄化の推進に努めなけれ

ばならない。 

 

（防犯に配慮した基盤の整備） 

第10条 住宅又は住宅団地を整備しようとする者は、当該住宅又は住宅団地を犯罪の防止

に配慮した構造、設備等を有するものとするよう努めなければならない。 

２ 道路、公園、駐車場その他の施設（以下「道路等」という。）を設置し、又は管理する

者は、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするよう努めな

ければならない。 

３ 自動車、原動機付自転車又は自転車（以下「自動車等」という。）の製造又は販売を

業とする者は、当該自動車等の盗難その他の犯罪を防止するための制度、装置その他の

措置の普及に努めなければならない。 

 

第３章 地域安全まちづくり活動への支援 

（地域安全まちづくり活動への支援） 

第11条 県は、地域安全まちづくり活動を支援するため、次に掲げる施策を実施するもの

とする。 

(１) 地域安全まちづくり活動に必要な情報を提供し、及び地域安全まちづくり活動に

関する相談に応ずること。 

(２) 地域安全まちづくり活動に必要な知識及び技能の習得の機会を提供すること。 

(３) 地域安全まちづくり活動に必要な技術的助言を行うこと。 

(４) 地域安全まちづくり活動を支える人材の確保及び資金の調達を支援すること。 

(５) 地域安全まちづくり活動に関して著しい功績があった者を表彰すること。 
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(６) 前各号に掲げるもののほか、地域安全まちづくり活動を支援するために必要な施

策 

２ 知事、教育委員会及び公安委員会は、前項の施策を実施するに当たっては、相互に密

接な連携を図るものとする。 

 

（推進計画の策定） 

第12条 知事は、前条第１項に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画（以

下「推進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 知事は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、附属機関設置条例（昭和36

年兵庫県条例第20号）第１条第１項に規定する地域安全まちづくり審議会の意見を聴く

ものとする。 

３ 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

 

（指針の策定） 

第13条 知事は、地域安全まちづくり活動を支援するため、次に掲げる指針を策定するも

のとする。 

(１) 第８条第１項第１号及び第２項に規定する子どもの安全を確保するための活動及

び措置に関する指針 

(２) 第９条第１項及び第10条第１項に規定する犯罪の防止に配慮した住宅及び住宅団

地の構造、設備等に関する指針 

(３) 第９条第４項に規定する犯罪の防止に配慮した深夜営業店舗に係る措置に関する

指針 

(４) 第10条第２項に規定する犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指

針 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の指針について準用する。 

 

（地域安全まちづくり推進員の設置） 

第14条 知事は、地域安全まちづくり活動に取り組む県民の中から、地域安全まちづくり

推進員（以下「推進員」という。）を委嘱するものとする。 

２ 推進員は、県民等による地域安全まちづくり活動の推進を図るため、率先して地域安

全まちづくり活動に取り組むほか、県民等、県及び関係機関の連携及び協働に関する調

整を行うものとする。 

 

（犯罪被害者等に対する支援） 

第15条 県は、国及び犯罪等（犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をい

う。）による被害を受けた者等（以下「犯罪被害者等」という。）を支援する活動を行う

機関又は団体と協働して、情報の提供、相談の実施その他の犯罪被害者等に対する支援

に努めるものとする。 
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（その他の地域安全まちづくり施策） 

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、県は、地域安全まちづくりに関する県

民の意識の啓発、防犯に配慮した公共施設の整備その他の地域安全まちづくり施策を実

施するものとする。 

 

第４章 雑則 

（補則） 

第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事、教育委員会及び公安委員会が別に

定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（附属機関設置条例の一部改正） 

※省略 

（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

 ※省略 

 


